
㈱幼保経営サービス　コンサルティング部では、法人・園の経営・運営の悩み事に対応しています。
              チャイルドグループの各事業部のノウハウをQ&A形式でお届けします。

社会福祉法人における入札契約等の取扱いの一部改正について
― 随意契約における見積もり徴収基準が引き上げられました ―
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～ チャイルドの経営コンサルタント監修による ～

Q
 令和 8 年 3 月 17 日付で、こども家庭庁・厚生労働省の連名による課長通知
「『社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて』の一部改正について」
が発出されました。今回の改正内容を教えてください。

A
今回の改正は、随意契約において「2 社以上の見積もりで差し支えない」と
される上限額が引き上げられたことがポイントです。
改正内容は令和8年４月１日から適用されます。

　社会福祉法人では、随意契約を行う際に「3 社以上の見積もり徴収」が原則ですが、契約金額が一定以下で

あれば「２社見積もり」で足りる特例があります。

　この “２社見積もりの上限額”が大幅に引き上げられた のが今回の改正です。

　詳しくは、次の新旧比較表をご覧ください。

　

　今回の基準見直しは、保育園・認定こども園の以下のような契約で影響が出ます。

• 遊具・備品・教材の購入（物品） 

• 給食食材の購入（食料品） 

• 清掃・警備・設備点検などの委託契約（その他） 

• 修繕工事・設備工事（工事・製造） 

　これらの契約金額が改正後の上限額以内であれば、３社見積もりを取らずに、

２社見積もりで随意契約が可能となります。

　

後半につづく▶

　随意契約における見積もり徴収基準（新旧比較）

保育園・認定こども園で関係する主な契約の例

      契約の種類                 現行　　　　　　　改正後 

　工事又は製造の請負          ２５０万円　　　　４００万円 

 食料品･物品等の買入れ    １６０ 万円     　　３００万円         

 上記以外                  １００ 万円　　　　 ２００万円
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事業部紹介

チャイルド社グループの幼保経営サービスだからこそできる経営コンサルで園を強力にサポートしています。

①経営 ・ 運営コンサル　　②マーケティング ・ブランディングコンサル　　③新園 ・ 新施設設立コンサル ④認定こども

園移行コンサルなどに関して、 分析 ・ 助言 ・ 提案 ・ サポートを行っています。

株式会社 幼保経営サービス　コンサルティング部

MEMO

　経理規程の改正が必要です

　通知本文の 「1．入札契約関係」 では、各法人の経理規程に今回の基準を明確に定めることが求められています。

そのため、

• 経理規程において、「随意契約の見積もり徴収基準」の改正が必要

• 規程の改正には理事会決議が必要

という点にご注意ください。

　今回の上限額見直しに伴い、多くの法人で経理規程の修正が

必要になると見込まれます。

　補足：随意契約の一般的な基準について

　会計監査を受けない社会福祉法人の場合、予定価格が1,０００万円

を超えない売買・賃貸借・請負等は随意契 約が可能という

ルールがあります。

今回の改正は、この「1,０００万円以内の随意契約」の 中に含まれる

「見積もり徴収」の扱い を変更したものであり、1,０００万円の

随意契約上限が変更されたものではありません。
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